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【調査事項】
・ 訪問系サービスの支援の実態調査
・ 地域生活支援拠点等の整備に関する実態調査
・ 生活介護のあり方に関する実態調査（改定概要①②）
・ 共同生活援助(グループホーム)における「個人単位で居宅
介護等を利用する場合の経過措置」の利用状況に関する
調査研究（改定概要⑪）
・ 相談支援専門員の担当件数の実態把握及び標準担当件
数の妥当性に関する調査研究
・ 就労移行支援及び就労継続支援サービスの提供実態に
関する調査研究（改定概要⑧⑨）

【調査事項】
・ 生活介護における支援に関する調査（改定概要①②）
・ 短期入所における支援に関する調査（改定概要①②）
・ 障害者支援施設における支援に関する調査（改定概要①
②）
・ 相談支援専門員の担当件数の実態把握及び標準担当件
数の妥当性及び相談支援事業所における加算の算定状況等
に関する調査研究
・ 障害児通所支援事業所における加配加算と人員配置に関
する調査
・ 各種加算減算の算定状況等の実態調査

【調査事項案（今回の議題）】
・ 訪問系サービスの支援の実態調査
・ 施設入所における摂食・嚥下機能支援の実態調査
・ 共同生活援助事業における夜間支援の実態調査
・ 障害児通所支援事業所等における医療的ケア児等の
受け入れ実態調査
・ 居宅訪問型児童発達支援の対象者像の実態調査
・ 障害児入所施設の支援の実態調査
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【厚労科研】
・ 総合支援法の見直しに向けたサービスの実態の把握及
びその効果の検証のための研究（改定概要⑦）
※ 重度障害者等包括支援の利用実態等

・ 障害福祉サービス等報酬における医療的ケア児の判定
基準確立のための研究（改定概要⑬）

等

【厚労科研】
・ 計画相談支援等におけるモニタリ ング実施標準期間の改
定に伴う効果検証についての研究（改定概要⑫）

等

【総合福祉推進事業】
・ 食事提供体制加算等に関する実態把握（改定概要③④）
・ 障害者虐待の未然防止等に関する研究（改定概要⑤）
・ 居宅介護の支援の実態調査（改定概要⑥）
・ 就労移行支援事業所における効果的な支援と就労定着
支援の実態及び課題に係る調査研究（改定概要⑩）
・ グループホームを利用する障害者の生活実態に関する
調査研究

等

【総合福祉推進事業】
・ 共同生活援助（グループホーム）における「個人単位で居
宅介護等を利用する場合の経過措置」に関する調査研究
（改定概要⑪）

等
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調査概要及びスケジュール

１．調査の目的

次期報酬改定（令和３年度）に向け、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて検討が必要とされた事項や、平成30

年度報酬改定の効果検証に必要な事項等について調査を行い、各サービスの提供実態等を把握することを目的とする。

２．実施調査

（１） 訪問系サービスの支援の実態調査

（２） 施設入所における摂食・嚥下機能支援の実態調査

（３） 共同生活援助事業における夜間支援の実態調査

（４） 障害児通所支援事業所等における医療的ケア児等の受け入れ実態調査

（５） 居宅訪問型児童発達支援の対象者像の実態調査

（６） 障害児入所施設の支援の実態調査

※ 別紙１～６にて各調査等の概要をお示しする。別紙は現時点の素案であり、今後、調査の具体化により変更があり得る。

３．今後のスケジュール（予定）

○ ～４月頃 ： 厚生労働省において、仕様書を作成し、受託機関を決定

○ ４～５月頃 ： 受託機関の決定後、受託機関と厚生労働省にて、調査票（案）を作成する。

○ ５～６月頃 ： 有識者及び受託機関により構成された調査検討委員会において、調査票（案）等の更なる検討を行う。

○ ７～８月頃 ： 調査実施、集計（※ 可能な範囲で速報値集計を行う。）

○ ～令和３年２月頃 ： 調査検討委員会において、分析方法等を検討し、検討結果を踏まえ、集計・分析・検証

○ ３月頃 ： 調査結果のとりまとめ、報告書公表
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障害福祉サービス等報酬改定検証調査（令和２年度調査）の実施について（案）

〇 障害福祉サービス等報酬改定検証調査（令和２年度調査）については、以下のとおり実施してはどうか。



１．訪問系サービスの支援の実態調査

○ 平成30年度調査において、訪問系サービスの基本的なデータを把握したが、継続して訪問系サービスの支援の実態を把握
する。また、従業者等の資格の取得状況等を把握し、今後の報酬改定に向けた基礎資料とする。

また、その他、国保連データでは把握できない支給の実態を把握するために調査を行う。

１．調査背景・目的

・事業所の基礎情報（事業所設立年月日、経営主体等）
・職員数
・従業者及びサービス提供責任者の資格取得の状況
・実利用者数
・具体的なサービス内容の実態（家事援助の内容、入院中の重度訪問介護、同行援護における長時間利用の実態、居宅内での

行動援護の実態）
・サービスの質の向上における取り組み状況（特に同行援護）
・その他

３．主な調査項目

○ 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所

２．調査対象
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（別紙１）



２．施設入所における摂食・嚥下機能支援の実態調査

○ 障害者の健康・栄養状態の維持や食生活の質の向上を図るために、平成２１年から経口移行加算及び経口維持加算が導入
され、摂食・嚥下機能の低下を評価しながら栄養管理が行われることになったが、加算の取得が進んでいない。

また、経口移行加算及び経口維持加算については、介護保険施設等においても同様の加算があったが、嚥下造影検査（Ｖ
Ｆ）や嚥下内視鏡検査（ＶＥ）など、医療機関と連携した摂食・嚥下機能評価が困難な施設が多く、加算が伸び悩んだこともあり、
介護保険施設等については、平成27年に評価方法の見直しを行い、支援の効果を上げている。

○ 障害者施設においても、同様の課題が存在していることが想定されることから、入所施設における経口移行加算及び経口維
持加算の阻害要因を把握の上、摂食嚥下機能に関する加算のあり方を検証し、今後の報酬改定に向けた基礎資料とする。

１．調査背景・目的

・経口移行加算、経口維持加算、栄養ケアマネジメント加算の算定状況
・経口移行加算、経口維持加算の実施体制（人員、時間、支援内容等）
・経口移行加算、経口維持加算に関する取組内容や阻害要因
・食事観察（ミールラウンド）の状況
・摂食嚥下に関する取組の効果 等

３．主な調査項目

○ 施設入所支援事業所

２．調査対象
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（別紙２）



３．共同生活援助事業における夜間支援の実態調査

○ 共同生活援助（グループホーム）では、利用者に対して夜間に必要な支援を提供できる体制を確保している場合、夜間支援等
体制加算の算定を可能としている。

○ 平成30年度障害者総合福祉推進事業において、日本グループホーム学会が行った調査研究によれば、16時頃から翌９時頃
までの夜勤の中で休憩時間を長時間としているケースも見られる。

○ こうした状況を踏まえ、共同生活援助事業所における夜間支援業務及び休憩時間の実態を把握した上で、夜間支援等体制
加算のあり方を検証し、今後の報酬改定検討に向けた基礎資料とする。

１．調査背景・目的

・共同生活住居数
・共同生活住居ごとの夜間支援等体制（人員、時間、支援内容等）
・共同生活住居ごとの夜間支援等体制加算の算定状況
・共同生活住居ごとの夜勤者の雇用形態
・夜勤者の給与等の額 等

３．主な調査項目

○ 共同生活援助事業所

２．調査対象
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４．障害児通所支援事業所等における医療的ケア児等の受け入れ実態調査

○ 医ケア児等が動ける・動けないは、現在報酬上の直接の区別がないが、動ける医ケア児等は通常より大きな手間がかかるため、
報酬上の評価のあり方を検討する必要がある。

○ 医療的ケア児等（特に、いわゆる「動ける医療的ケア児」）の受け入れ実態を把握することで、看護職員加配加算等の医ケア児
等評価の参考とする。

１．調査背景・目的

○ 医療的ケア児等を受け入れている場合
・ 施設類型（医療型、重心型等）、利用定員、受け入れ医ケア児数
・ 看護職員加配加算、児童指導員等加配加算等の取得状況
・ 医療的ケアの内容、看護職員加配加算の判定スコアの該当状況
・ 状態像（運動機能の状況、発達段階、医療機器抜去を防ぐための見守りの要否等）
・ 職種別の職員数（保育士、児童指導員、看護師等）

○ 医療的ケア児等を受け入れていない場合
・ 実施に当たっての課題や懸念

３．主な調査項目

○ 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、生活介護事業所、共同生活援助事業所

２．調査対象
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５．居宅訪問型児童発達支援の対象者像の実態調査

○ 居宅訪問型児童発達支援の利用実態を把握し、事業実施における事業者の課題と拡充のための方策についての検討材料と
する。

１．調査背景・目的

○ 利用児童の状態像
・ 重度障害による外出困難児
・ 人工呼吸器等の医療的ケア児
・ 感染症のおそれのある児 等

○ 利用状況（週の利用日数）
○ 他の障害児サービスとの併用状況

３．主な調査項目

○ 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所
（現在居宅訪問型を実施していない事業所についても、今後実施するに当たっての課題を聴取するために調査対象に含める）

２．調査対象
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６．障害児入所施設の支援の実態調査

○ 令和元年度地方分権改革推進提案や障害児入所施設の在り方に関する検討会における指摘等を踏まえ、福祉型・医療型障害
児入所施設における加算体系の見直し等の検討材料とする。

１．調査背景・目的

○ 医療型障害児入所施設に入所している強度行動障害児に支援を行った場合の報酬上の取扱いの実例
○ 医療型障害児入所施設に入所している児童が外泊した場合の報酬上の取扱いの実例
○ 小規模グループケア加算と重度障害児支援加算の重複取得の状況 等

３．主な調査項目

○ 福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設

２．調査対象
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